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暴風・大雨等に対する非常措置についてのお知らせ
  
　梅雨の候，保護者の皆様におかれましては，ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は本校教育に，ご理解ご協力をいただき，ありがとうございます。
さて，本校におきましては，京都市に「暴風警報」または「特別警報」が発令された場合や，「大塚学区」（本校の所在する学区）に水害・土砂災害による「避難勧告」「避難指示」のいずれかが発令された場合に下記の措置を取ります。その都度メール配信等でお知らせする予定ではありますが，テレビ・ラジオ・インターネット等で情報をご確認くださいますようよろしくお願いいたします。


記



◆京都市（『京都南部』または『京都・亀岡』）に「暴風警報」が発令された場合
    
 【登校について】　「暴風警報」発令中は登校を見合わせ，自宅待機させてください。

1  午前７時までに解除になった場合  …  平常のダイヤでバス運行
2  午前８時までに解除になった場合  …  １時間遅れでバス運行
3  午前９時までに解除になった場合  …  ２時間遅れでバス運行
4  午前９時現在「暴風警報」が発令中の場合  …  臨時休業

· 午前７時以後（バス運行中を含む）に「暴風警報」が発令された場合には，自宅待機の上，学校に連絡してください。バス停へ出ておられる場合には，バス乗務員から口頭で連絡します。
※ 自主通学生徒の登校時刻も，上記①～④に準じます。
※ 始業時刻については,スク－ルバス運行の遅れにそって設定しますが，自主通学生徒については「暴風警報」解除の後，道路事情等を考慮の上，登校させてください。

【下校について】

1  午前７時までに解除になった場合  …  平常の下校時刻
2  午前８時までに解除になった場合  …  平常の下校時刻
3  午前９時までに解除になった場合  …  全校一斉に 午後３時２０分の下校時刻

 　【その他】

   　 ※  万一，登校後に「暴風警報」が発令された場合は，下校時刻を変更することがあります。
      　　保護者の方は，緊急電話連絡ができますよう，ご協力お願いします。

· 「部分自主通学生徒」「自主通学生徒」の登下校についても，状況によっては安全確保のために，保護者の付添い，お迎えをお願いすることがあります。

※　大雨・洪水警報は発令されましても，始業時刻の変更や臨時休業はありません。ただし，大塚学区（学校の所在する学区）に水害・土砂災害による避難勧告等が発令されている場合は，この限りではありません。（詳しくは，下記をご覧ください）また，気象状況により，大雨警報等の長期間の継続が見込まれる場合，教育委員会の判断により，臨時休業となる場合があります。その場合には，ホームページやＰＴＡメール配信でお知らせしますので，ご確認をお願いします。
　　　　　



· 「京都南部」または「京都市」に，『特別警報』が発令された場合

【登校前】

〇　原則として「次の登校日」（※）は臨時休業とします。

※「次の登校日」の意味
　・下校時から午前０時までに発生した場合は「翌日」
　　（例）７月１０日（水）の下校時から午前0時までに発生した場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒翌日の７月１１日（木）は臨時休業
・午前０時から登校前までに発生した場合は「当日」
　　（例）７月１１日（木）の午前0時から登校前までに発生した場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒当日の７月１１日（木）は臨時休業


【在校中】

〇　直ちに臨時休業とします。

1  下校の安全が確認できるまで，原則，児童・生徒は学校に待機してもらいます。
2  ホームページ，メール配信，電話等で，保護者等に対して，「学校での待機」，「外　　
部の避難場所への移動」，「保護者への引き渡し」等の連絡をします。


· 「特別警報」が発令された場合は，状況に応じた対応について保護者に連絡させて
いただく場合がありますので，学校からの連絡がつくようお願いします。



◆「大塚学区」（本校の所在する学区）に水害・土砂災害による「避難勧告」，「避難指示」のいずれかが発令された場合
　
【登校・下校について】　暴風警報が発令された場合に準じて取り扱います。

　〇　暴風警報が発表された場合と同じように，登校を見合わせ，自宅待機させてください。

　　※大塚学区は，水害による避難勧告等の発令対象学区となっていて，大雨・台風等により大塚学区に避難勧告等が発令される場合があります。また，本校は敷地の一部において「土砂災害特別警戒区域」を含んでいます。そのため，児童・生徒の安全確保を優先し，学校の所在する学区「大塚学区」に水害や土砂災害による避難勧告または避難指示が発令されている場合には，暴風警報発令時と同様の扱いとします。




